
高知県公立高等学校修学支援事業（専攻科の生徒への修学支援）実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、国が定める高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修

学支援）交付要綱に基づき、高知県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行う

修学支援事業について必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 高等学校等専攻科に通う低所得世帯の生徒に対し、高等学校等専攻科修学支援金

（以下「専攻科支援金」という。）を支給することにより、高等学校等専攻科における

教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とする。

（支給の対象）

第３条 支給の対象となる者は、県内の公立高等学校専攻科に在学する者のうち、次に掲

げる要件を全て満たす者（以下「受給権者」という。）とする。

（１）日本国内に住所を有する者

（２）高等学校等専攻科を修了していない者

（３）高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月（特別支援学校専攻科は36月。た

だし、高等学校等専攻科の定める修業年限がこれに満たないもの及び特別支援学校専

攻科のうち36月を超える修業年限を定めているものであって都道府県が必要と認める

ものについては、当該修業年限。）を超えない者

（４）保護者等（学校教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護者その他の生

徒の就学に要する経費を負担すべきものとして別に定める者をいう。）の経済的負担

を軽減する必要があると認められる者として、別に定める者

（５）高等学校等専攻科の学科のうち、大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者

養成課程に通う者

２ 前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、原則として、各号に定め

る時点から専攻科支援金の支給対象としない。

（１）退学・停学（三か月以上のものに限る。）の処分を受けた者 処分を受けた日の属

する月の翌月

（２）一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の５割以下

の者 翌年度の四月

（３）一の年度における出席率が５割以下の者 翌年度の四月

３ 学校長は、専攻科支援金の支給を受けようとする生徒が、前項の各号に該当しないこ

との確認を行ったうえで、様式25による個人対象要件証明書を作成し、教育委員会に提

出しなければならない。

４ 前項の規定による報告の期日は、教育委員会が別途定めることとする。

（支給の期間及び額）

第４条 専攻科支援金の支給期間は、最大で24月とする。

２ 専攻科支援金の支給額は、次に掲げる額とする。



（１）保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者 月額9,900円

（２）保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満であ

る者（前号に該当する者を除く。） 月額4,950円

（専攻科支援金の代理受領）

第５条 県は、受給権者に代わって専攻科支援金を受領し、その有する当該受給権者の授

業料に係る債権の弁済に充てるものとする。これにより、当該受給権者に対し、専攻科

支援金の支給があったものとみなす。

２ 専攻科支援金の支給前に当該受給権者の授業料が納付されている場合は、当該専攻科

支援金に相当する額を当該受給権者に支給するものとする。

（受給資格の認定）

第６条 専攻科支援金の支給を受けようとする者は、様式１による受給資格認定申請書（以

下「認定申請書」という。）に保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額

を証明する書類（以下「課税証明書等」という。）を添えて、学校長に提出しなければ

ならない。

２ 学校長は、認定申請書の提出があったときは、当該認定申請書等に基づき支給要件を

確認した上で様式２による認定申請者一覧を作成し、認定申請書等とともに教育委員会

に提出しなければならない。

３ 教育委員会は、前項の規定による認定申請書の提出があったときは、生徒の専攻科支

援金の受給資格を審査し、受給資格の認定又は不認定を決定した上、様式３により当該

学校長に通知するものとする。

４ 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかにその結果を様式４又は様

式５により生徒に通知しなければならない。

（受給資格の消滅）

第７条 学校長は、受給権者の受給資格が消滅したときは、様式６による資格消滅者一覧

を教育委員会に提出しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の規定による資格消滅者一覧の提出を受けたときは、審査の上そ

の結果を様式７により当該学校長に通知するものとする。

３ 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかにその結果を様式８又は様

式９により生徒に通知しなければならない。

（授業料額の変更）

第８条 学校長は、受給権者の授業料の変更があったときは、様式10による授業料額変更

届を教育委員会に提出しなければならない。

（収入状況の届出等）

第９条 受給権者は、毎年度、７月31日までに、様式１による収入状況届出書に課税証明

書等を添えて、学校長に提出しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、受給権者は、保護者等について変動等の事由が生じたとき



は、速やかに収入状況届出書等を学校長に提出しなければならない。

３ 学校長は、受給権者から収入状況届出書等が提出されたときは、当該収入状況届出書

等に基づき支給要件を確認した上で、様式11による収入状況届出者一覧を作成し、収入

状況届出書等とともに教育委員会に提出しなければならない。

４ 教育委員会は、前項の規定による収入状況届出書等の提出があったときは、審査の上

その結果を、様式12により当該学校長に通知するものとする。

（支給の差止め）

第10条 教育委員会は、受給権者が前条第１項に規定する収入状況届出書を提出しないと

きは、専攻科支援金の支給を差し止めることができる。

２ 教育委員会は、受給権者が停学処分を受けた場合であって、三か月未満の期間で復学

したときは、専攻科支援金の支給を差し止めることができる。

３ 前項の規定による差止めの期間は、原則として、処分を受けた日の属する月の翌月か

ら、処分が解かれた日の属する月までとする。ただし、処分を受けた日と処分が解かれ

た日の属する月が同月の場合は、処分を受けた日の属する月の翌月の専攻科支援金の支

給を行わないこととする。

４ 前項の場合において、専攻科支援金の支給期間の進行は停止しないものとする。

５ 教育委員会は、第１項及び第２項の規定による支給の差止めを決定した場合は、様式

13により学校長に通知するものとする。

６ 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかにその結果を様式14により

受給権者に通知しなければならない。

（課税証明書等の省略）

第11条 第６条第１項に規定する申請並びに第９条第１項及び第２項に規定する届出を行

う場合の課税証明書等の添付は、専攻科支援金の受給手続に伴い、既に直近の課税証明

書等を提出している場合は、省略することができる。

（支給停止等）

第12条 受給権者は、休学により専攻科支援金の支給停止を希望する場合は、様式15によ

る支給停止申出書を学校長に提出しなければならない。

２ 教育委員会は、専攻科支援金の支給の停止を決定したときは、様式17により学校長に

通知するものとする。

３ 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、様式18により受給権者に通知しな

ければならない。

（支給の再開）

第13条 前条の規定により専攻科支援金の支給を停止されていた受給権者が、支給の再開

を求めるときは、様式19による支給再開申出書に収入状況届出書等を添えて、学校長に

提出しなければならない。

２ 前項に規定する申出を行う場合の課税証明書等の添付は、専攻科支援金の受給手続に

伴い、既に直近の課税証明書等を提出している場合は、省略することができる。



３ 教育委員会は、専攻科支援金の支給の再開を決定したときは、様式21により学校長に

通知するものとする。

４ 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、様式22により受給権者に通知しな

ければならない。

（支給実績の証明）

第14条 専攻科支援金の受給資格が消滅した者が、再び受給資格の認定の申請をするとき

は、第７条第３項の規定による通知を添付しなければならない。

２ 生徒は、第７条第３項の規定による通知を紛失した場合は、様式23により支給実績証

明書の発行を申請することができる。

３ 教育委員会は、前項の規定に基づく申請があった場合は、様式24による支給実績証明

書を発行するものとする。

（支給決定の通知）

第15条 教育委員会は、受給資格の認定を行った場合（変更の場合を含む。）は、様式27

及び様式29により学校長を通じて受給権者に通知するものとする。

（その他）

第16条 この要領に定めのない事項については、高知県公立高等学校等就学支援金事務処

理要領に準じて取り扱う。

附 則

（施行期日）

この要領は、令和２年４月13日から施行し、同年４月１日から適用する。


